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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パッシェン曲線の左側分枝部で駆動されるガス放電を用いて、超紫外線および軟Ｘ線を
発生する方法であって、
　所定のガス圧力に調整されたガスが充填された放電空間（１０）と２つの電極（１１，
１２）とを使用し、
　該２つの電極は各々１つの、同じ対称軸（１３）上に形成された開口（１４，１５）を
有しており、
　電圧上昇（１６）の経過中、所定の点火電圧（Ｕz）に達した際、前記電極（１１，１
２）の開口（１４，１５）の領域内に位置するプラズマ（１７）が形成され、
　該プラズマ（１７）は、発生すべき放射（１７′）のソースであり、
　前記プラズマ（１７）は、前記ガス圧力の制御によって、および/またはトリガ電極（
１９）に印加されるトリガ電圧の変化によって点火され、
　前記プラズマ（１７）の前記点火によって、エネルギ蓄積器は、前記電極（１１，１２
）を用いて蓄積エネルギを前記プラズマ（１７）中に自発的に供給する方法において、
　前記点火電圧（Ｕz）に達した後、ユーザによって決定された時間期間中、点火遅延（
１８）の間、プラズマ（１７）の点火を阻止し、
　前記点火遅延（１８）の経過後初めて前記プラズマ（１７）を点火する
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
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　前記点火遅延（１８）を、前記ガス圧力を高めることによって短縮し、または前記ガス
圧力を低くすることによって延長する請求項１記載の方法。
【請求項３】
　プラズマ（１７）の点火領域に作用するトリガ電極（１９）に印加されるトリガパルス
を作動することによって点火する請求項１または２記載の方法。
【請求項４】
　圧力間隔内でのガス圧力の変動により、所定の点火遅延（１８）を達成するようにトリ
ガする請求項１から３迄の何れか１記載の方法。
【請求項５】
　ユーザによって決定されたトリガ遅延（２０）のあるトリガを用いる請求項１から４迄
の何れか１記載の方法。
【請求項６】
　電圧上昇（１６）および/または所定の点火電圧（Ｕz）への到達時点を測定技術により
検出し、当該検出結果を用いて、前記ガス圧力および/または前記トリガ電極（１９）に
印加されるトリガ電圧を変える
請求項１から５迄の何れか１記載の方法。
【請求項７】
　点火時点（ｔz）を測定技術により検出する請求項１から６迄の何れか１記載の方法。
【請求項８】
　点火時点（ｔz）を電極電圧（Ｕ）の電圧微分（ｄＵ／ｄｔ）の測定を用いて、および/
または電極電流の電流微分（ｄＩ／ｄｔ）の測定を用いて測定する請求項１から７迄の何
れか１記載の方法。
【請求項９】
　所定の点火電圧（Ｕz）への到達時点と点火時点（ｔz）との間の時間を測定し、該測定
結果を用いて、前記ガス圧力を所定の点火遅延（１８）に相応して調整する請求項１から
８迄の何れか１記載の方法。
【請求項１０】
　各電極（１１，１２）に印加される電圧を、電圧上昇（１６）の開始から、推定による
点火時点（ｔz）を含む所定時間に亘って測定技術により検出し、該測定技術による検出
のために、点火電圧積分器を用いる請求項１から９迄の何れか１記載の方法。
【請求項１１】
　電極（１１，１２）に印加される電圧（Ｕ）を測定技術により検出し、到達した点火電
圧値（Ｕz）を、前記電圧（Ｕ）の印加に続いて電圧上昇（１６）が開始するまで記憶す
る請求項１から１０迄の何れか１記載の方法。
【請求項１２】
　各電極にエネルギ蓄積器として直接接続されているコンデンサバンク（２１）の充電状
態を、電圧上昇（１６）の間連続して監視し、ユーザによって決定された点火電圧（Ｕz
）に達した後、トリガ遅延してからトリガする請求項１から１１迄の何れか１記載の方法
。
【請求項１３】
　所定の点火電圧（Ｕz）を、コンデンサバンク（２１）の少なくとも１つのキャパシタ
ンスパラメータに依存して補正し、補正された点火電圧（Ｕz）に達した後、ユーザによ
って決定された時間期間である点火遅延（１８）の間、プラズマ（１７）の点火を阻止し
、前記点火遅延（１８）の経過後初めて前記プラズマ（１７）を点火する請求項１から１
２迄の何れか１記載の方法。
【請求項１４】
　電極の中間スペース（２２）の荷電坦体に作用するトリガ電極（１９）を用いてトリガ
し、該トリガ電極（１９）の、陰極に対して形成される遮断電位を低減する請求項１から
１３迄の何れか１記載の方法。
【請求項１５】
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　エネルギ蓄積器を、プラズマ（１７）の消去後、ガスが完全には再結合しなくても、所
定の点火電圧（Ｕz）が達成される迄充電する請求項１から１４迄の何れか１記載の方法
。
【請求項１６】
　各電極（１１，１２）間で、発生すべき２つの放射間の時間内に形成されるプラズマ放
電により、高抵抗プラズマを燃焼させる請求項１５記載の方法。
【請求項１７】
　プラズマ（１７）を前記トリガ電極（１９）を用いて点火し、該トリガ電極（１９）の
電位を、トリガ過程の開始前に、陰極として使用される各電極（１１，１２）の一方の電
極（１１）の電位よりも高くする
請求項１から１６までのいずれか一項記載の方法。
【請求項１８】
　陰極として使用される電極（１１）を基準にしたトリガ電極（１９）のトリガ電圧と、
両電極（１１，１２）の電圧と、放電空間（１０）のガスの圧力とを、トリガ電圧の印加
時にプラズマ（１７）が点火されないように調整し、
　前記プラズマの点火はトリガ電圧の遮断によって初めて開始される請求項１７記載の方
法。
【請求項１９】
　０Ｈｚよりも大きく１００Ｈｚ迄の間の繰り返し周波数で駆動する請求項１７または１
８記載の方法。
【請求項２０】
　スイッチオンおよびスイッチオフによって調整可能な、長い作動間隔で駆動し、該作動
間隔中、各々固定の繰り返し周波数を用いる請求項１７から１９迄の何れか１記載の方法
。
【請求項２１】
　パッシェン曲線の左側分枝部で駆動されるガス放電を用いる、超紫外線および軟Ｘ線の
発生装置であって、
　所定のガス圧力に調整されたガスが充填された放電空間（１０）と２つの電極（１１，
１２）とが設けられており、
　該２つの電極は各々１つの、同じ対称軸（１３）上に形成された開口（１４，１５）を
有しており、
　前記開口（１４，１５）は、電圧上昇（１６）の経過中、所定の点火電圧（Ｕz）に達
すると、前記開口（１４，１５）の領域内に位置するプラズマ（１７）を有し、
　該プラズマ（１７）は、発生すべき放射（１７′）のソースであり、
　前記各電極の前記開口（１４，１５）は、軸方向に相互に離隔している形式の発生装置
において、
　前記２つの電極（１１，１２）のうちの一方である第１の電極（１１）で限定された空
間（２３）内に、プラズマ（１７）の点火領域に作用するトリガ電極（１９）が設けられ
ており、該トリガ電極にはトリガ電圧が印加され、
　前記点火電圧（Ｕz）に達した後、ユーザによって決定された時間期間中、点火遅延（
１８）の間、プラズマ（１７）の点火を阻止し、前記点火遅延（１８）の経過後初めて前
記プラズマ（１７）を点火する手段を有し、
　前記トリガ電極（１９）は、壁部（２９）として構成されており、
　該壁部は、少なくとも扁平部分を有しており、
　該偏平部分は、前記第１の電極（１１）の開口（１４）から、ユーザによって決定され
た所定間隔を有している
ことを特徴とする装置。
【請求項２２】
　前記第１の電極（１１）は、中空電極として構成されており、
　前記トリガ電極（１９）は、壁または壁部として前記中空電極の幾何形状内に構成され
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ている請求項２１記載の装置。
【請求項２３】
　前記トリガ電極（１９）は、中空電極に平行であり、かつ当該中空電極の開口（１４）
に対向する後壁として構成されている請求項２１または２２記載の装置。
【請求項２４】
　前記トリガ電極（１９）は、対称軸（１３）に設けられた貫通孔（２４）を有する請求
項２１から２３迄の何れか１記載の装置。
【請求項２５】
　前記貫通孔（２４）、および/または前記対称軸（１３）に平行な孔（２４′）は、ガ
スの入口として構成されている請求項２４記載の装置。
【請求項２６】
　前記トリガ電極（１９）は、ポット状に形成されており、
　ポットの底部（１９′）上に垂直なポット軸（２５）は、各電極（１１，１２）の対称
軸（１３）と同じ位置である請求項２１から２５迄の何れか１記載の装置。
【請求項２７】
　前記トリガ電極（１９）は、第１の電極（１１）と共にアイソレータ（２６）の上に一
緒に構成されている請求項２１から２６迄の何れか１記載の装置。
【請求項２８】
　前記第１の電極（１１）は、当該電極（１１）の開口（１４）に対して同心状のリング
フランジ（２７）を有しており、
　該リングフランジは、各々電位分離距離を保ちつつ、アイソレータ（２６）とオーバー
ラップしてトリガ電極（１９）に当接しているか、または前記トリガ電極（１９）の環状
切欠部（２８）内に填め込まれている請求項２１から２７迄の何れか１記載の装置。
【請求項２９】
　パッシェン曲線の左側分枝部で駆動されるガス放電を用いる、超紫外線および軟Ｘ線の
発生装置であって、
　所定のガス圧力に調整されたガスが充填された放電空間（１０）と２つの電極（１１，
１２）とが設けられており、
　該２つの電極は各々１つの、同じ対称軸（１３）上に形成された開口（１４，１５）を
有しており、
　前記開口（１４，１５）は、電圧上昇（１６）の経過中、所定の点火電圧（Ｕz）に達
すると、前記開口（１４，１５）の領域内に位置するプラズマ（１７）を有し、
　該プラズマ（１７）は、発生すべき放射（１７′）のソースであり、
　前記各電極の前記開口（１４，１５）は、軸方向に相互に離隔している形式の発生装置
において、
　前記２つの電極（１１，１２）のうちの一方である第１の電極（１１）で限定された空
間（２３）内に、プラズマ（１７）の点火領域に作用するトリガ電極（１９）が設けられ
ており、該トリガ電極にはトリガ電圧が印加され、
　前記点火電圧（Ｕz）に達した後、ユーザによって決定された時間期間中、点火遅延（
１８）の間、プラズマ（１７）の点火を阻止し、前記点火遅延（１８）の経過後初めて前
記プラズマ（１７）を点火する手段を有し、
　前記トリガ電極（１９）は、対称軸（１３）に形成される部分ビームの外側に設けられ
ているか、または当該部分ビームを阻止する遮蔽部（３５）を有していることを特徴とす
る装置。
【請求項３０】
　前記トリガ電極（１９）は、電極（１１，１２）の開口（１４，１５）の対称軸に設け
られており、
　前記開口（１４，１５）側の端面（３４）は、少なくとも部分ビームの形成領域内にア
イソレータを遮蔽部（３５）として有している請求項２９記載の装置。
【請求項３１】
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　前記アイソレータは、前記トリガ電極（１９）の端面（３４）上に堆積された層として
形成されている請求項３０記載の装置。
【請求項３２】
　前記アイソレータは、前記トリガ電極（１９）の端面（３４）内に填め込まれた部材と
して形成されている請求項３０記載の装置。
【請求項３３】
　前記アイソレータは、部分ビームに一致する横断面を有する凹部（３６）を有する請求
項３２記載の装置。
【請求項３４】
　前記アイソレータの凹部（３６）は、円錐状に先細にされて形成されている請求項３３
記載の装置。
【請求項３５】
　前記トリガ電極（１９）は、前記第１の電極（１１）で限定された空間（２３）に対し
て完全に絶縁されている請求項２９から３４迄の何れか１記載の装置。
【請求項３６】
　前記トリガ電極（１９）の遮蔽部（３５）は、残留コンダクタンスを有しており、
　該残留コンダクタンスは、表面電荷を除去し、かつ前記第２の電極（１２）と前記トリ
ガ電極（１９）との間の放電を制御する電流を阻止する請求項２９から３５迄の何れか１
記載の装置。
【請求項３７】
　前記トリガ電極（１９）は、対称軸を囲む中空円筒部として構成されている請求項２９
記載の装置。
【請求項３８】
　中空円筒状のトリガ電極（１９）は、前記２つの電極（１１，１２）とは反対側の底部
を有しており、
　該底部は、アイソレータとして構成されているか、または前記各電極（１１，１２）の
一方の電極の電位を有する金属底部であり、
　前記金属底部は、前記トリガ電極（１９）に対して絶縁されている請求項３７記載の装
置。
【請求項３９】
　前記トリガ電極（１９）は、環状盤であるか、または少なくとも１つの電極ピンであり
、
　単数又は複数の前記電極ピンは、前記第１の電極（１１）内の各電極（１１，１２）の
対称軸（１３）に対して横方向に組み込まれている請求項２９記載の装置。
【請求項４０】
　前記トリガ電極（１９）は、第１の電極（１１）内に絶縁されて組み込まれている請求
項２９から３９迄の何れか１記載の装置。
【請求項４１】
　前記遮蔽部（３５）は、温度安定性絶縁材料製である請求項２９から４０迄の何れか１
記載の装置。
【請求項４２】
　前記遮蔽部（３５）は、前記トリガ電極（１９）と良好に熱伝導するように結合されて
いる請求項２９から４１迄の何れか１記載の装置。
【請求項４３】
　前記遮蔽部（３５）は、少なくとも、開口（１４，１５）の直径に相応する直径を有し
ている請求項２９から４２迄の何れか１記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パッシェン曲線の左側分枝部で駆動されるガス放電を用いて、超紫外線およ
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び軟Ｘ線を発生する方法であって、
　所定のガス圧力に調整されたガスが充填された放電空間と２つの電極とを使用し、
　該２つの電極は各々１つの、同じ対称軸上に形成された開口を有しており、
　電圧上昇の経過中、所定の点火電圧に達した際、前記電極の開口の領域内に位置するプ
ラズマが形成され、
　該プラズマは、発生すべき放射のソースであり、
　前記プラズマは、前記ガス圧力の制御によって、および/またはトリガ電極に印加され
るトリガ電圧の変化によって点火され、
　前記プラズマの前記点火によって、エネルギ蓄積器は、前記電極を用いて蓄積エネルギ
を前記プラズマ中に自発的に供給する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　前述の方法ステップを有する方法は、ドイツ連邦共和国特許公開第１９７５３６９６号
公報から公知である。この方法は、放電空間を形成する電極系を有する装置で実行される
。この電極系により、超紫外線及び／又は軟Ｘ線が発生され、殊に、ＥＵＶリソグラフィ
用に使用される。電極系は、２つの電極、即ち、陰極と陽極とからなり、各々１つの開口
を有するように形成されている。この開口は、共通の対称軸上に位置している、ほぼ１つ
の孔と、２つの開口である。陰極は、中空陰極として構成されており、つまり、中空空間
を有している。この陰極は、電界を所定のように形成するために使われる。殊に、電極の
装置構成は、開口領域内に力線が充分に延在していて、それにより、破壊放電条件が所定
の電圧の上側に相応しているようにされる。放電空間にはガスが充填されており、このガ
スの圧力は、少なくとも電極系の領域内で１Ｐａ～１００Ｐａのオーダー内にある。各電
極の幾何形状及びガスの圧力は、プラズマの所要の点火が、パッシェン曲線の左側分枝部
で行われ、その結果、各電極間で各開口の外側で誘電性の破壊放電が生じないように選定
されている。この点火の結果、電流駆動式のプラズマチャネルが軸対称に、即ち、各電極
の各開口の領域内に形成されている。そのために、エネルギ蓄積器を用いて、このチャネ
ルを介して電流が輸送される。このチャネルを介して電流が輸送される。その結果生じる
ローレンツ力により、プラズマが狭められる。この狭幅効果の結果、及び、抵抗性の加熱
の結果、プラズマ中に非常に高い温度が発生し、非常に短い波長の放射が発生される。公
知の装置は、１０－２０ｎｍの波長領域内のＥＵＶ光を発生することができる。
【０００３】
　この方法にとって重要なのは、電極系とエネルギ蓄積器との間のスイッチング要素を基
本的になくすことができる点にある。従って、電極系内に電気的に蓄積されたエネルギの
低誘電性且つ実効性のある入力結合を達成することができる。数キロアンペア～数１０キ
ロアンペアの領域内で電流パルスを発生するのに、小ジュールのプラスエネルギで充分で
ある。制御された、又は、自己破壊放電で駆動される放電でのエネルギ入力結合が、所定
の点火電圧に調整して行われる。この点火電圧は、例えば、ガスの成分、温度、予備電離
、電場分布及び他の量によって影響される。この点火電圧は、パッシェン曲線に相応して
、放電容器のガスの圧力を用いて調整することができる。この点火電圧に至る迄、点火時
にできる限りたくさんのエネルギをプラズマ中に供給することができるために、エネルギ
蓄積器も充電する必要がある。
【０００４】
　本発明の課題は、冒頭に記載した方法ステップを有する方法を改善して、放射収量、つ
まり、殊に、パルス毎のＥＵＶ光の収量を改善すること、ＥＵＶ光発生のためにパルス駆
動により実行される方法が利用される相互に連続する多数の放電のパルス毎の安定性を改
善することにある。
【０００５】
　前述の課題は、請求項１記載の特徴要件によって解決される。
【０００６】
　点火遅延を行う、この方法の駆動により、導電性プラズマの構成を延長することができ
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るようになる。従って、放電に必要な、低抵抗性のスタートプラズマ、つまり、点火電圧
に達した後、各電極の各開口領域内に形成されるプラズマの円筒対称性を改善することが
できる。それに続いて、点火遅延により、ＥＵＶ収量／パルス及びパルス毎の安定性を改
善することができるようになる。所定の方法では、５０Ｈｚ～５００Ｈｚのパルス駆動領
域内で、約１ｍｓの点火遅延を選択した場合に観測することができる。
【０００７】
　点火遅延を制御するために、ガスの圧力を高めることによって点火遅延量を少なくした
り、又は、ガスの圧力を低めることによって点火遅延量を多くしたりされる。ガスの圧力
をそのように変化させることは、殊に、ガスが電極系の領域を通って流れ、例えば、繰り
返し周波数に作用し、つまり、比較的高いパルス周波数で方法を実行することができるよ
うにすると、容易に達成される。
【０００８】
　点火遅延を制御するために、この方法は、プラズマの点火領域を制御するトリガ電極に
印加されるトリガパルスを作動することによって点火を行うように実行することができる
。トリガにより、プラズマの点火領域内の荷電坦体の分布が制御され、従って、点火が有
効に行われる時点にも作用が及ぼされる。
【０００９】
　所定の点火遅延を達成するために、ガスの圧力の圧力間隔を用いてトリガを行うように
すると目的に適っている。この場合、圧力もトリガ時点も調整される。つまり、放電は、
トリガ駆動時でも、所定の圧力間隔内でしか安定して駆動することができず、乃至、そも
そも駆動すらできないからである。
【００１０】
　前述のトリガに関連して、この方法は、所定のトリガ遅延のあるトリガが用いられるよ
うにして実行することができる。それに応じて、点火遅延は大きくされる。
【００１１】
　自己破壊放電で駆動される放電時の供給エネルギは、破壊放電、つまり、プラズマの点
火によって自発的に入力結合され、その際、エネルギ蓄積器を、点火が行われる前にパル
ス駆動を考慮して充電するようにする必要がある。従って、電圧上昇部についての情報、
及び、所定の点火電圧に達したことについての情報を必要とする。その結果、この方法は
、電圧上昇及び／又は所定点火電圧達成を測定技術により検出し、この測定結果を考慮し
て、ガスの圧力及び／又はトリガに作用が及ぼされる。連続する制御の範囲内で作用が及
ぼされる場合、ガスの圧力乃至トリガ遅延が調整量として利用される。従って、所望の点
火遅延を達成することができ、乃至、測定技術上監視することができる。
【００１２】
　点火時点を測定技術により検出するようにしてもよい。従って、点火電圧の達成時点と
有効な点火時点との間で経過する、点火遅延に相応する時間を検出することができる。
【００１３】
　点火時点の測定技術による検出を行うために、点火時点を電極電圧の電圧微分の測定を
用いて、及び／又は、電極電流の電流微分の測定を用いて測定するようにするとよい。点
火の開始のために、各電極に印加される電圧が放電中流れる電流と同様に急速に変化する
。電圧は低減し、電流は振動し、両方とも高い信頼度で検出することができる。
【００１４】
　点火遅延は、所定の点火電圧の達成と点火時点との間の時間を測定すること、及び、ガ
スの圧力を測定結果を用いて所定の点火遅延に相応して調整することによって制御するこ
とができる。所定の点火電圧の達成と点火時点との間の時間は、例えば、アナログ的に積
分器を用いて、又は、デジタル的にカウンタを用いて測定される。この時間は、調整器に
測定量として供給され、この測定量により、それに相応してガスの圧力を点火遅延が安定
化するように調整される。一連の放電過程を介して、つまり、所定数のパルスに亘って平
均化することができる。
【００１５】
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　特別な方法では、各電極に印加される電圧を、電圧上昇部の開始から、推定による点火
時点を含む所定時間に亘って測定技術により検出し、該測定技術による検出のために、有
利には、点火電圧積分器を用いることによって特徴付けられる。つまり、この推定による
点火時点を含む所定時間は、充電過程乃至電圧上昇のために電極で必要とされる時間を超
過する。その結果、点火電圧についての情報も点火遅延についての情報も同じ信号で求め
ることができる。点火電圧積分器により、多数の情報を同じ測定信号から得ることができ
るようになる。
【００１６】
　更に、この方法を、電極に印加される電圧を測定技術上検出する際に、それに続く電圧
上昇の開始時迄に達成される点火電圧値を記憶することが含まれるように変更することが
できる。この記憶は、例えば、サンプルアンドホールド回路を用いて行われる。
【００１７】
　各電極にエネルギ蓄積器として直接接続されているコンデンサバンクの充電状態を、電
圧上昇の間連続して監視し、所定の点火電圧に達した後、必要に応じて所定のようにトリ
ガ遅延してからトリガするようにすると目的に適っている。コンデンサバンクの充電状態
についての情報が、適切な電子回路を用いて得られ、評価される。この情報は、ガスの圧
力及び／又はトリガパルスの作動を制御する、前述のやり方によって方法を作動すること
ができる。
【００１８】
　いろいろな高電圧コンデンサで、当該コンデンサの容量は温度に強く依存する。そのよ
うな場合、コンデンサのエネルギを点火時点迄一定に保持するようにする必要がある。こ
の際、点火電圧を一定にすることよりもむしろ、補正計算を実行して所定の点火電圧を補
正する必要がある。そのような補正計算のために、コンデンサの温度が測定され、又は、
印加充電電圧の充電勾配の期間に亘って容量を測定して、相応に補正することができる。
【００１９】
　特別な方法は、電極の中間スペースの荷電坦体に作用するトリガ電極を用いてトリガし
、該トリガ電極の、陰極に対して形成される遮断電位を低減することを特徴とする。この
ようにして、トリガパルスを所定時点で、点火遅延を制御することができるようにするこ
とができる。
【００２０】
　高いＥＵＶ光収量に関して、エネルギ蓄積器を、プラズマの消去後完全にはガスを再結
合せずに、所定の点火電圧に達する迄充電することができる。そうすることによって、殊
に、繰り返し周波数を上昇することができ、その際、エネルギ蓄積器を短い時間間隔で再
度充電することができる。
【００２１】
　各電極間で、発生すべき２つの放射間の時間内に形成されるプラズマ放電により、高抵
抗プラズマを燃焼させるようにしてもよい。高抵抗プラズマにより、高電流放電のスター
トプラズマ用の条件を改善することができるようになる。
【００２２】
　自己破壊放電で駆動される放電時の供給エネルギは、破壊放電、つまり、プラズマの点
火によって自発的に入力結合される。その際、パッシェン曲線の条件によって決められる
唯一の破壊点しか、非トリガ放電系は有していない点が考慮される。この点は安定してい
ない。電極系が殊に放電空間内で加熱される場合、同じ電圧で破壊されなくなる。
【００２３】
　更に、破壊は高速シーケンスで繰り返されて、連続放射を形成することができる。２つ
の破壊間で、この系は、放電空間内でのガスの再結合のために所定時間を必要とする。こ
の時間中、ガスは、少なくとも部分的に再度その出発状態に戻し、その結果、エネルギ蓄
積器は新たに充電され、その各電極に所要電圧を形成することができる。その結果、系の
状態は、最後の破壊が行われる時点、乃至、放射が行われる繰り返し周波数の程度にも依
存する。高い繰り返し周波数では、パッシェン曲線上の作動点は、低い繰り返し周波数の
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場合とは別である。実際には、繰り返し周波数は極めて制限されることがある。つまり、
そもそも安定した作動点を多数見つけることはできないからである。それと関連して、所
定の繰り返し周波数から他の繰り返し周波数に高速に切り換えることはできず、所定の繰
り返し周波数でも繰り返しスイッチオンオフすることができる。殊に、各露光過程間で、
装置を調整するために休止期間を挿入する必要があるリソグラフィ装置が駆動される場合
には、スイッチオンオフは重要である。
【００２４】
　従って、本発明の課題は、請求項１７の上位概念に記載の要件を有する方法を改善して
、パルス駆動中実行されるＥＵＶ光の発生方法で、パルスを正確に制御することができる
ようにし、殊に、放電過程の広範なパラメータ領域内で、ＥＵＶ光の放射収量も上述の課
題を解決するように改善することにある。
【００２５】
　この課題は、請求項１７記載の特徴要件によって解決される。
【００２６】
　トリガにより、プラズマの点火条件を制御することができる。殊に、トリガにより、プ
ラズマの点火領域内での荷電坦体の分布を制御し、従って、有効に点火される時点も制御
することができる。その際、トリガ過程の開始前でのトリガ電極の電位は、陰極の電位よ
りも高い。その結果、破壊しないように放電空間内の電磁場の形成を制御することができ
る。これは、破壊を阻止する電位が除かれた場合に初めて可能である。
【００２７】
　特別なやり方では、この方法は、トリガ電極の、陰極として使用される電極に対する電
圧、両電極の電圧及び放電空間のガスの圧力を、トリガ電圧の印加時に、トリガ電圧の遮
断を用いて初めて開始されるプラズマが点火されないように調整するように実施される。
トリガ電圧のスイッチオフにより、放電空間内に、破壊条件が充足されるように電場を形
成することができる。破壊の時点は、トリガ信号によって、即ち、トリガ電圧のスイッチ
オフによって正確に決めることができる。放電のパラメータ領域を著しく拡張することが
できることも重要である。ガス空間内の圧力、各電極の間隔、及び、各電極の電圧は、ト
リガ電圧に依存して種々異なって選択することができる。トリガされない場合には、破壊
が、パッシェン曲線上の唯一の点によってしか決められないが、トリガされる場合には、
トリガパルス後に破壊が生じる、大きな電圧領域ΔＵ又は破壊領域ΔＰを決めることがで
きる。
【００２８】
　パラメータを、繰り返し周波数＞０Ｈｚ～１００ｋＨｚで方法を駆動するように調整す
ることができる。良好な結果は、繰り返し周波数１０ｋＨｚで得られる。
【００２９】
　更に、この方法を、スイッチオンオフによって調整可能な長い駆動間隔で駆動し、この
駆動中、各々固定の繰り返し周波数が使用されるように実行することができる。駆動間隔
は、スイッチオンで開始し、スイッチオフで終了する。駆動間隔中、例えば、ウェーバが
部分領域内で露光される。露光に必要な放射は、前述の方法の１つに従って、固定繰り返
し周波数で実行される。駆動間隔後、露光装置及び／又はウェーバが調整されて、同じウ
ェーバ又は他のウェーバの新たな露光後、所定の繰り返し周波数で、この方法を新たに実
行することができる。
【００３０】
　本発明は、請求項２１の上位概念に記載の要件を有する装置にも関わる。その種の装置
は、殊に、前述の方法を実行するために、電極の寿命を延ばし、電極の冷却可能性を良好
にするように改善する必要がある。前述の課題は、請求項２１記載の特徴要件によって解
決される。トリガ電極を壁部として構成することによって、温度及びプラズマによって材
料が切除された場合にも、長期に亘って保持することができ、トリガ電極の大きな面積を
良好に冷却することができ、それにより、寿命を長くすることができるようになる。それ
と同時に、トリガ電極を第１の電極の開口から所定の間隔に装置構成して、磁場の形成に
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必要な電場を第１の電極を用いて成形することができるようになる。
【００３１】
　前述のように、装置を、第１の電極が中空電極として構成され、トリガ電極を壁部又は
壁部分として、この中空電極の幾何形状で形成するようにすると有利である。電極構造が
相応に簡単になる。
【００３２】
　トリガ電極を、中空電極に平行な、当該中空電極の開口に対向する後壁として構成する
と、電極構造を特に簡単にすることができる。殊に、電極の孔の対称軸に関して、電極系
を対称に形成することができる。
【００３３】
　トリガ電極は、対称軸に設けられた貫通孔を有すると、有利である。
【００３４】
　そうすることによって、放電時に発生される粒子ビームと、それに伴うパルス状電流（
典型的には数１０アンペア）が、トリガ電極を介して不所望にもトリガ電子回路に流れる
。
【００３５】
　中空電極の構成のために、トリガ電極は、ポット状に形成されており、ポットの底部上
に垂直なポット軸は、各電極の対称軸と同じ位置であるようにすると有利である。
【００３６】
　トリガ電極は、第１の電極と共にアイソレータの上に一緒に構成されているようにして
、簡単に構成することができる。アイソレータにより、第１の電極とトリガ電極とを異な
る電位に保持することができるようになる。
【００３７】
　装置の前述の構成では、第１の電極は、当該電極の開口に対して同心状のリングフラン
ジを有しており、該リングフランジは、各々電位分離距離を保ちつつ、アイソレータとオ
ーバーラップしてトリガ電極に当接しており、又は、トリガ電極の環状切欠部内に填め込
まれているように特徴付けることができる。このようにして、アイソレータが蒸発したり
短絡したりするのを回避することができる。
【００３８】
　本発明は、請求項２９の上位概念に記載の要件を有する装置にも関する。そのような装
置では、放電空間内が電離される。電場内の可動イオンがトリガ電極に衝突し、一般的に
は、電極の金属表面から２次電子が放出されるのに充分な大きさのエネルギを有している
。この電子は、電位差のために陽極に達する。その結果、陽極とトリガ電極との間に、導
電性のチャネルが形成され、その際、電極の開口領域内に所望の破壊は生じない。その際
、エネルギ蓄積器の蓄積エネルギの極めて大きな部分がトリガ回路を介して放電し、この
回路が破壊される恐れが伴う。
【００３９】
　更に、導電チャネルの形成の結果、トリガ電極の電位が、陽極のレベルに低下し、それ
により、陰極よりも高い電圧が形成されることにより、問題が生じることがある。その結
果、陰極とトリガ電極との間で不所望な放電が生じ、同様に、装置の申し分のない機能に
妨害となる作用を及ぼす。
【００４０】
　最後に、イオンビーム乃至粒子ビームが、その高いエネルギに基づいて少なくとも部分
的に陰極に飛散することがある。それにより、不所望にも損耗し、周辺表面上に飛散粒子
が堆積することがある。
【００４１】
　それに対して、本発明の課題は、前述の要件を有する装置を、機能を妨害せずに長い寿
命を達成するように構成することにある。
【００４２】
　前述の課題は、請求項２９記載の特徴要件によって解決される。坦体電極が、対称軸に
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形成された粒子ビームの外側に設けられている場合、この軸で加速される粒子乃至イオン
は、坦体電極に照射されない。従って、前述の不都合な作用は、少なくともかなり小さく
することができる。トリガ電極に遮蔽部を設け、それにより、トリガ電極と陽極との間に
導電チャネルが形成されるのを阻止するようにしても、同様の効果が達成される。
【００４３】
　装置の有利な構成は、トリガ電極は、電極の開口の対称軸に設けられており、前記開口
側の端面は、少なくとも部分ビームの形成領域内にアイソレータを遮蔽部として有してい
るようにして特徴付けられる。トリガ電極は、放電空間内で力線を確実に均一に制御する
ことができるように、対称軸に構成されている。アイソレータにより、トリガ電極を所望
のように保護することができ、その際、放電空間内の力線は大して歪まない。
【００４４】
　アイソレータは、トリガ電極の端面上に堆積された層として形成されているようにする
と有利である。この場合、トリガ電極は、極めて少ない材料コストで充分に保護すること
ができる。
【００４５】
　しかし、装置は、アイソレータは、トリガ電極の端面内に填め込まれた部材として形成
されているように構成してもよい。この場合、トリガ電極は、通常のメカニックな製造手
段を用いてアイソレータと一緒に組み立ててもよい。
【００４６】
　装置の有利な実施例は、アイソレータは、部分ビームに一致する横断面を有する凹部を
有することによって特徴付けられる。この場合、粒子ビームは、凹部の底上に照射される
。その結果、形成された飛散生成物が、主に凹部の内壁に堆積され、従って、装置のその
他の面にとって妨げとなる。
【００４７】
　アイソレータの凹部が、円錐状に先細に形成されている場合、イオンビームのエネルギ
は、比較的大きな表面に分布され、従って、局所的に加熱されるのを少なくすることがで
きる。相応に、飛散生成物は僅かしか形成されない。
【００４８】
　別の手段によると、トリガ電極は、第１の電極で限定された空間に対して完全に絶縁さ
れている。そのような装置用のトリガ電極の製造は、完全な絶縁乃至堆積によって完全に
制御することができる。トリガ電極の金属表面に磁場が形成され、又は、放電が形成され
る場合に、絶縁された金属表面と絶縁されていない金属表面との移行領域内で不均一にな
らない。
【００４９】
　トリガ電極を完全に絶縁した場合、所定の放電条件下で、電荷が絶縁表面上に蓄積され
て、トリガ電位の遮蔽に作用することがあるという欠点がある。この欠点を阻止するため
に、装置を、トリガ電極の遮蔽部は、表面電荷を除去するが、第２の電極とトリガ電極と
の間の放電を制御する電流を阻止する残留コンダクタンスを有しているように構成すると
よい。表面電荷を除去する遮蔽の、この場合でも、トリガ電極を完全に絶縁して、付加的
な導出路を回避することができるようにすると有利である。
【００５０】
　トリガ電極を対称軸に設ける必要がない場合、装置を、トリガ電極が対称軸を囲む中空
シリンダとして構成すると有利である。
【００５１】
　殊に、装置を、中空シリンダトリガ電極が２つの電極とは反対側の底部を有していて、
この底部がアイソレータとして構成されているか、又は、金属底部を有しており、この底
部は各電極の一方の電極の電位を有しており、そのために、この底部は、トリガ電極に対
して絶縁されている。その際、アイソレータは、前述のアイソレータの機能を、殊に、場
合によっては生じる粒子ビームに関して果たすことができる。底部が金属底部である場合
、底部に陽極の電位を印加してもよく、その結果、電位が同じになって導電性チャネルが
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生じることはなくなる。しかし、金属底部に、陰極の電位を印加して、生じた荷電坦体を
排出してもよい。
【００５２】
　更に、装置を、トリガ電極がリングディスク又は少なくとも１つの電極ピン（電極の対
称軸に対して横方向に第１の電極内に埋め込まれている）であるように構成すると有利で
ある。リングディスク又は電極ピンを用いて、放電空間乃至トリガ電極に隣接する空間内
の電場を制御して、装置の放電特性を制御することができる。前述の目的を達成するため
に、トリガ電極は絶縁されて第１の電極内に埋め込まれている。
【００５３】
　装置は、その機能時に著しい発生熱にさらされる。従って、遮蔽部を耐熱性絶縁材料製
にして構成すると目的に適っている。
【００５４】
　前述の発生熱のために、遮蔽部をトリガ電極と良好に熱伝導するようにして、熱を排出
するように結合すると有意義でもある。
【００５５】
　対称軸の領域内で遮蔽部に達した荷電坦体の主要部分を捕捉するために、装置を、遮蔽
部が少なくとも開口に相応する直径を有しているように構成すると目的に適っている。
【００５６】
　以下、本発明について、図示の実施例を用いて説明する。
【００５７】
　図１には、放電空間１０内に設けられた電極系の構成が略示されている。放電空間１０
は、所定ガス圧力のガスで充填されており、電極系の適切に構成された各電極自体によっ
て構成してもよい。ガス圧力は、調整可能である。ガス圧力の調整のために必要な、放電
容器１０の装置構成、及び、この装置構成に合わされた電極系の形態が設けられているが
、図示していない。
【００５８】
　２つの電極１１，１２が設けられている。電極１２は、電極中間空間２２から始まって
円錐状に拡張された中央開口１５付陽極として構成されている。
【００５９】
　電極１１は、陰極として構成されており、つまり、陰極の開口１４を介して電極中間空
間２２につながった中空空間２３を有する中空陰極として構成されている。開口１４，１
５は、一直線に整列されており、電極系の対称軸１３を形成している。電極１１，１２は
、相互に絶縁されている。このために使われるアイソレータ２９により、電極間隔が決め
られる。
【００６０】
　電極系は、前述の構成により、例えば、数１０ｋＶ領域内の高電圧印加時に、どんな場
合でも電極中間空間２２の領域内に直線状且つ対称軸１３に対して平行な力線が形成され
るようになる。電圧が、所定の低い値から出発してパルス状に上昇する場合、図２，３の
チャージランプ部乃至電圧上昇部１６が形成される。電極中間空間２２内での磁場強度特
性により凝縮される電離過程が生じる。このために、電圧上昇部１６及びガス圧力が相互
に調整されて、電離の結果、パッシェン曲線の左側分枝部でガス放電が生じるようにされ
、その際、プラズマチャネル乃至プラズマチャネルのプラズマは、短時間の電子なだれ降
服を介して形成されるのではなく、２次電離過程を介して多段階に形成される。その結果
、プラズマ分布は、開始期間中、高い程度に円筒対称である（図１のプラズマの略示のよ
うに）。形成されるプラズマ１７は、発生すべき放射１７′のソースである。
【００６１】
　プラズマ１７の点火は、点火電圧Ｕｚに達して初めて可能である。本発明によると、点
火遅延１８が生じるようにされる。その結果、点火時点ｔｚは、点火電圧Ｕｚに達してい
るにも拘わらず相応に遅延される。点火遅延１８の大きさは、ガス圧力の制御によって調
整される。点火遅延の大きさは、典型的な期間では、数マイクロ秒～数ミリ秒の範囲内で
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変化する。点火遅延により、導電性プラズマの形成が延期される。そうすることによって
、プラズマ１７の円筒対称性が改善される。
【００６２】
　点火遅延後形成されるプラズマは、スタートプラズマと呼ばれる。自己破壊駆動でのエ
ネルギ蓄積器からのエネルギ入力結合を使うことができる。図１には、コンデンサバンク
２１がエネルギ蓄積器として示されており、このエネルギ蓄積器は、所定の点火電圧及び
点火遅延の達成後放電され、その際、２桁キロアンペア範囲内の電流パルスをプラズマ中
に供給することができる。その結果形成される、磁場のローレンツ力により、プラズマが
しぼめられ、その結果、高い輝度となり、殊に、ＥＵＶリソグラフィのために所要の波長
を有する超紫外線と軟Ｘ線が形成される。
【００６３】
　ガス圧力を介して点火遅延１８を制御する代わりに、トリガ電極を介して制御してもよ
い。トリガ電極１９を用いて、所定の点火電圧Ｕzに達しているにも拘わらず、各電極１
１，１２間で放電を行う破壊は未だ生じない。図４，５のトリガ電極１９により例えば達
成可能なトリガ遅延２０が、図３に示されている。このトリガ遅延２０は、点火遅延１８
に付加される。トリガ遅延２０によって、全点火遅延を制御すると、殊に、一層正確な点
火時点ｔzを達成するのに測定技術を利用することができるために有利である。この点は
、自己破壊でガス放電駆動する場合にも、電極系とコンデンサバンクとの間にスイッチン
グ素子を使う場合にも当てはまる。このスイッチング素子によって、電極系に、自己破壊
駆動に必要な点火電圧Ｕzよりも大きな電圧を印加することができるようになる。この場
合には、比較的高いガス圧力で作動することができ、放射ビームの強度を一層高くするこ
とができる。
【００６４】
　殊に、充電装置を用いて、所定の点火電圧Ｕｚよりも高い電圧を電極系に印加すること
ができるようになる。電極系に印加される電圧、つまり、電圧上昇部１６の経過特性を、
例えば、電極１１，１２に印加される電圧の時間変化を検出することによって検出するこ
とができる。ｄＵ／ｄｔ測定が行われる。ｄＩ／ｄｔ測定を行ってもよい。つまり、放電
電流の時間変化を検出してもよい。電流及び電圧は、点火時点ｔｚに達した際に突然変化
する。その際、所定の点火電圧Ｕｚの達成と点火時点との間の時間が、例えば、アナログ
式に積分器を用いて、又は、デジタル式にカウンタを用いて測定される。この時間は、調
整器に測定量として供給され、それに続いて、この測定量は、ガス圧力を点火遅延１８を
安定化する方向に制御する。この点は、トリガ遅延２０を用いた場合にも当てはまる。
【００６５】
　測定は、例えば、本来の調整器の前で、電極系乃至コンデンサバンクの高電圧乃至電圧
の測定量を準備する点火電圧積分器で行われる。その際、点火電圧積分器は、電極１１，
１２に印加される逓降分圧された高電圧を積分し、その最終値をサンプルアンドホールド
を介して直ぐ次の充電過程迄記録しておく。積分過程は、充電過程と同時に、つまり、電
極１１，１２に印加された電圧の上昇と同時に開始し、タイマを介して決められた時間期
間になる迄続けられる。この時間期間は、一般的に、本来の充電過程よりも長いので、点
火遅延の大きさについての所望の情報も求めることができる。付加的な非線形要素、例え
ば、開平演算器を、例えば、伝送特性曲線を改善するために使用することができる。従っ
て、点火遅延についての情報も、点火電圧についての情報も、同じ測定信号を用いて得ら
れる。点火電圧を求めるピーク検出器とは異なって、この方法は、例えば、高電圧発生器
に起因する妨害ピーク値に対して完全に不感応である。点火時点検出のために電子回路を
必要としない。
【００６６】
　この方法を、トリガ電極を設けないで実施する際、点火時点ｔzは、ガス圧力の高さを
介してだけ特定することができる。トリガ電極を用いた方法では、点火時点を必要に応じ
て適切なガス圧力を選択して決めるために、前述のトリガ遅延を用いることができる。そ
の際、コンデンサバンク２１の充電状態は、評価電子回路を介して、例えば、上述の点火
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電圧積分器を用いて検出することができる。トリガ電極を用いたトリガにより、点火電圧
Ｕzに達したにも拘わらず、コンデンサバンク２１の放電に寄与するプラズマが未だ形成
されないようにすることができる。トリガ時に初めて点火され、つまり、所定トリガ遅延
２０後に、トリガパルスの作動の場合に点火される。調整量を、この場合にもガス圧力に
するとよく、このガス圧力は、例えば、電子入口弁を介して調整される。所定の選択時間
後に保持電圧に達しない場合、ガス圧力を低減する必要がある。他の場合には、トリガパ
ルス後点火しない場合には、ガス圧力を高める必要がある。調整量は、トリガ電極を用い
るこの方法では、最終的には点火遅延であり、即ち、トリガパルスの作動と電圧降服との
時間である。圧力は、点火遅延が所定の許容偏差内で一定に保持されるように調整される
。
【００６７】
　図３に示されたトリガ遅延２０は、所定の点火電圧Ｕｚの達成時点に関係するように例
示されている。原理的には、適切な電子回路を用いて特定することができる、どの時点も
予め選定することができ、例えば、充電過程の開始時又は充電電圧の所定値の達成時にす
ることができる。
【００６８】
　図４，５には、トリガ電極の実施例が図示されている。トリガ電極１９は、陰極１１の
隣りに、つまり、陰極１１の、陽極１２とは反対側に設けられている。この実施例では、
トリガ電極１９は、アイソレータ２６を介して陰極１１と一緒に組み立てられており、そ
の際、電極１１、アイソレータ２６及びトリガ電極１９を一緒に保持する手段は図示して
いない。
【００６９】
　トリガ電極の実施例は全て、対称軸１３に関して対称に設けられている点で共通である
。実施例は全て、対称軸１３に一直線に並ぶ１本の軸を有している。その際、トリガ電極
１９は、壁乃至壁部分として構成されている。トリガ電極１９は、電極１１の開口１４の
前側に所定間隔をおいて設けられている。従って、それと同時に、電極１１は、中空電極
として、例えば、中空陰極として構成することができる。その際、トリガ電極１９は、陰
極の後ろ側の壁を形成する。そのような後ろ側の壁は、図４の場合、壁２９であり、図５
の場合、ポット状電極１９のポットの底部１９′である。
【００７０】
　トリガ電極１９をポット状に構成することにより、このトリガ電極は、電極１１の後ろ
側の壁だけでなく、この中空電極が囲んでいる空間２３の側壁でもある。トリガ電極１９
は、専ら、電極乃至陰極電位の電極１１の側壁部分であるように構成してもよい。
【００７１】
　図４から分かるように、トリガ電極１９には、粒子ビームを通すのに使われる貫通開口
２４を設けることができ、電極構成によると、殊に対称軸の領域内に構成される。その種
の貫通開口を用いると、トリガ電子回路の負荷を許容可能な範囲内に保持することができ
る。粒子ビームは、陰極の電位にある電極系の部分によって吸収される。貫通開口２４は
、図５の場合にも使用可能である。
【００７２】
　図４には、貫通開口２４に平行な孔２４′が示されている。この孔２４′は、ガス孔と
して、つまり、ガス入口の方にガスを通すのに使うことができる。そのようなガスの貫流
乃至ガスを入れる際に、貫通開口２４を用いてもよい。殊に、電極系自体が放電空間１０
を形成する場合、どちらとも有利である。
【００７３】
　空間２３内に突入したガス放電部の場合、アイソレータ２６に金属蒸気を蒸着してもよ
い。そうすると、アイソレータ２６を短絡することがある。発生した金属蒸気に対してア
イソレータ２６を遮蔽するために、電極１１に、開口１４に対して同心状に設けられてい
て、トーラス状のアイソレータ２６にオーバーラップするリングバンド２７が設けられて
いる。更に、トリガ電極１９に環状凹部２８が設けられている。リングバンド２７は、環
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状凹部２８内に填め込まれている。その際、電位分離間隔を形成することができるが、通
常は陰極１１とトリガ電極１９との間の僅かな電位差を極めて小さくすることができる。
【００７４】
　図４，５のトリガ電極を、中空陽極と結合してもよい。この場合には、プラズマ１７の
光は、電極１１乃至中空陰極から出力結合される。光を陽極側で出力結合しても（図１に
示されているように）、陰極を負の高電圧で駆動しても、何れにせよ有利である。つまり
、電極系の、観測者側の部分でのスパッタ及び高周波放電からの、そのようなデブリを一
層良好に回避することができる。
【００７５】
　トリガ電極１９の電位は、トリガパルスの作動前、従って、低抵抗性プラズマ放電の開
始前に、荷電坦体が中空電極乃至中空陰極及び電極中間空間から穿孔領域内に排出される
ように選定される。例えば、陰極電位に対して正の電圧、典型的には数１００Ｖをトリガ
電極１９に印加することによって行われる。トリガ電極の電位が陰極の電位に下げられる
か、又は、トリガ電極１９に負の電位が印加される際に、トリガパルスが作動される。そ
の際、トリガ電極１９の電位を変えるための典型的な時定数を数ナノ秒～数１００ｎｓの
範囲内にすると有利である。
【００７６】
　高い光収量を達成するために、放電の繰り返し周波数をできる限り高く、即ち、数ｋＨ
ｚ、有利には、１０ｋＨｚより上に保持するようにされる。ここでは、プラズマの所要の
再結合時間が限定される。この限定は、方法が駆動されるガスの種類に依存する。ＥＵＶ
領域内での高い放射収量に関して、キセノンを使うと特によい。純粋なキセノンで駆動す
る際、繰り返し周波数は、自己破壊駆動の場合に、１ジュール～１０ジュールの領域内の
典型的なパルスエネルギで、約１ｋＨｚ以上に達する。従って、再結合を加速する手段を
実行するようにされる。
【００７７】
　１手段として、ガスの混入があげられる。コンデンサバンクの放電後、プラズマの再結
合が、ガス、例えば、空気、合成空気、窒素、酸素又はハロゲンの混入によってもっと早
くなる。
【００７８】
　更に、荷電粒子を、適切なガス流によって開口１４，１５の領域から排出することがで
きる。その際、陰極を介して、及び／又は、電極中間空間を介してガスを入れて、及び／
又は、図１の観測者とは反対側の電極である陽極を介してガスを排出するように流すと有
利である。そのようなガス流により、陽極の領域内、乃至、中空陽極の領域内で圧力を低
下させることができる。その種の圧力勾配により、プラズマ１７を移動させて、ユーザ迄
の観測区間でのＥＵＶビーム用に高い輸送を達成することができる。
【００７９】
　繰り返し周波数を上昇する別の手段を、コンデンサバンク２１と関連付けて実行するこ
とができる。その際、条件に応じて低抵抗プラズマを数１００マイクロ秒迄持続して形成
することが前提となる。コンデンサバンク２１は、低抵抗性プラズマの、この形成時間に
相応するよりも早く充電することができる。その結果、プラズマが完全には再結合しない
ようにすることができる。更に、２つの放電間で、開口１４，１５の領域内で高抵抗性プ
ラズマを放電することができ、それにより、高電流放電のスタートプラズマ用の条件を一
層良好にすることができる。
【００８０】
　図６には、放電空間１０内に設けられた電極系の装置構成が略示されている。放電空間
１０は、所定ガス圧力のガスで充填されており、適切に構成された電極系の電極自体によ
って形成するとよい。ガス圧力は、調整可能である。ガス圧力の調整に必要な放電容器１
０の装置構成、及び、これに合わせられた電極系の形状にされるが、図示していない。
【００８１】
　２つの電極１１，１２が設けられている。電極１２は、中央開口１５付の陽極として構
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成されていて電極中間空間２２から始まって円錐状に拡がる。
【００８２】
　電極１１は、陰極として、陰極の開口１４を介して電極中間空間２２につながった中空
空間２３のある中空陰極として構成されている。開口１４，１５は、一直線に整列され、
電極系の対称軸１３を形成する。電極１１，１２は、相互に絶縁されている。このために
使われるアイソレータ２９により、電極の間隔が決められる。
【００８３】
　電極系は、前述の構成により、例えば、数１０ｋＶ領域の高電圧が印加された場合に、
どんな場合でも電極中間空間２２の領域内で直線状及び対称軸１３に対して平行な力線が
形成されるようになる。電圧が所定の低い値から出発してパルス状に上昇する場合、充電
勾配乃至電圧上昇が生じる。電極中間空間２２内での場の強度特性に基づいて同心となる
電離過程が生じる。このために、電圧上昇及びガスの圧力は相互に合わせられて、電離の
結果、パッシェン曲線の左側分枝部で放電されるようになり、放電時に、はプラズマチャ
ネル乃至そのプラズマは、短時間の電子なだれ降服を介して形成されるのではなく、２次
電離過程を介して多段階に形成される。その結果、プラズマ分布は、開始期間内に高い程
度に円筒対称にされる（図６にプラズマが略示されているように）。形成されるプラズマ
１７は、発生すべきビーム１７′、電子ビームのソースである。
【００８４】
　形成されるプラズマは、スタートプラズマと呼ばれる。自己破壊駆動でのエネルギ蓄積
器からエネルギを入力結合するのに使われる。図６には、所定の点火電圧に達した後放電
されるエネルギ蓄積器として示されており、その際、電流パルスを２桁キロアンペア領域
内でプラズマ中に供給することができる。その結果形成される磁場のローレンツ力により
、プラズマがしぼられ、その結果、高い輝度となり、殊に、超紫外線及び軟Ｘ線を形成す
ることができ、殊に、ＥＵＶリソグラフィに必要な波長を有している。
【００８５】
　図６に示された電極系は、トリガ装置付電極１１の領域内に設けられている。このため
に、電極１１は、対称軸１３内にトリガ電極１９を有しており、トリガ電極１９は、アイ
ソレータ２６によって電極１１の底部３０内に保持されている。アイソレータ２６は、ト
リガ電極１９を、電極１１とは異なった電位にすることができるようにするのに使われる
。その際、両電極１９，１１を同じ電位にすることができるスイッチ３２に対して並列に
測定して、トリガ電極１９は、電極１１に対する寄生容量３１を有している。
【００８６】
　通常のように、電極１２は陽極として構成され、図示のように接地されている。それに
対して、陰極は、負の電位－Ｖにされ、トリガ電極１９は、所定電位－Ｖ＋Ｖｔにされる
。トリガ過程開始前のトリガ電極の電位は、電極１１の電位よりも少し高い。トリガのた
めに、トリガパルスはスイッチ３２を閉じることによって作動され、その際、トリガ電極
１９の電位は電極１１の電位に下げられる。その際、トリガ電極１９の電位を変えるため
の典型的な時定数は、有利には、数ナノ秒～数百ナノ秒の範囲内である。
【００８７】
　図６に略示された電極装置は、典型的には、各電極１１，１２間に１～１０ｍｍの間隔
があるように構成されている。開口１４，１５の極めて小さな貫通部は、典型的には、１
～１０ｍｍである。中空陰極として構成された電極１１内の空間２３の容積は、典型的に
は、１～１０ｃｃｍである。ガス圧力は、０．０１～１ｍｂａｒである。電極装置は、典
型的には、３～３０ｋＶであり、トリガ電極１９と電極１１との電位差は、５０ボルト～
１００ボルトである。
【００８８】
　基本的には、各電極１１，１２間で点火が行われる際の点火電圧、及び、圧力は、図７
に示された曲線に相応して相互に依存している。その際、図７はパッシェン曲線の左側分
枝部である。
【００８９】
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　図７の左側曲線は、非トリガ式の装置の駆動に該当する。この曲線のＶ＝０では、単に
、１つの破壊点しかなく、例えば、ガス圧力は７Ｐａで約８ｋＶである。空間２３内の他
の圧力は、他の点火電圧に相応している。しかし、トリガ電圧、つまり、トリガ電極１９
と電極１との電位差は、０Ｖの偏差でもよい。この場合には、Ｖｔは０ではなく、例えば
、Ｖ１又はＶ２である。その結果、トリガ電圧Ｖｔの適切な測定により、装置を様々なパ
ラメータで駆動することができるようになる。電極１１，１２の所定電圧で、図７から分
かるように圧力を変化させることができる。同様に、所定圧力で、図２から分かるように
圧力を変化させることができる。しかし、相応して、トリガ信号での破壊の時点を正確に
決めることもでき、その際、そうすることによって、上述の難点が生じる作動点にはなら
ない。殊に、繰り返し周波数を、所要のように使うのに必要な、例えば、１０～２０ｋＨ
ｚの範囲内にすることができる。
【００９０】
　所定の固定繰り返し周波数での駆動間隔も可能であり、そうすることによって、各駆動
間隔間で、所望の放射を発生するのに必要なエネルギを節約することができる。作動点の
安定性を著しく改善することができる。
【００９１】
　トリガは、図６に示した回路によって達成される。コンデンサバンク２１は、電極１１
を負の電位に印加することによって充電され、電極１２は接地される。両電極１１，１２
は、低誘導性の電流回路を介してコンデンサバンク２１と接続されている。高抵抗性の電
流回路は、トリガ電極１９を電極１１と接続し、その際、スイッチ３２を介して接続を開
くことができる。開いた場合、トリガ電極１９に電極１１に対して電位差Ｖｔが生じる。
この場合、電極１１，１２の電圧、並びに、電極中間空間乃至電極１１の空間２３のガス
の圧力は、トリガ電圧Ｖｔの印加時に、プラズマ１７の点火を行うことはできない。これ
に対して、スイッチ３２が閉じられている場合、電位差Ｖｔはなくなり、トリガ電極１９
は、電極１１の電位となり、その際、保護抵抗３３により、トリガ電圧の電圧源が保護さ
れる。
【００９２】
　しかし、スイッチ３２が開いた場合、図６のトリガ電極１９間と、陽極として使われる
電極１２との間に、相応の粒子ビームの導電性チャネルが形成され、この導電性チャネル
により、コンデンサバンク２１のエネルギが放電され、トリガ回路が損傷することもある
。従って、図８～１８には、様々に構成されたトリガ電極が、主電極１１，１２の略示さ
れた系内に示されており、装置が充分に機能するのに貢献することができる。
【００９３】
　図８～１８には、電極１１，１２乃至当該電極の開口１４，１５によって形成された対
称軸１３と同軸に設けられているトリガ電極１９が示されている。その際、図８～１３の
トリガ電極１９は、開口１４の方に端面３４が向けられているように構成されている。し
かし、少なくとも、この端面３４には、各々異なって構成された遮蔽部３５が設けられて
いる。各遮蔽部３５は、少なくとも、開口１４，１５の直径に相応するような大きさであ
る。つまり、遮蔽部３５は、トリガ電極１９の近傍に、粒子ビームの形成領域内に設けら
れている。
【００９４】
　図８の場合、遮蔽部３５は、アイソレータとして、トリガ電極１９の端面３４上に堆積
された層の形式で構成されている。図９の場合、同様に、遮蔽部３５は、アイソレータと
して構成されているが、しかし、トリガ電極３９の端面３４内に入れられた部材として構
成されている。この部材の横断面は、例えば、円筒対称に、従来技術のように、トリガ電
極１９の孔内に当該トリガ電極１９の端面３４から挿入して装着することができるように
される。図１０及び図１１では、トリガ電極１９は、図９のトリガ電極と同じに構成され
ている。しかし、トリガ電極の孔は、異なった遮蔽部３５内に装着されている。図１０の
遮蔽部３５は、円筒状部材であるが、しかし、袋状の穴として形成された、同軸の凹部３
６を有している。この袋状の穴の直径は、電位粒子ビームの直径と同じにされている。図



(18) JP 4330344 B2 2009.9.16

10

20

30

40

50

１１の遮蔽部３５には、開口１４，１５から始まって円錐状に先細にされている凹部３６
が形成されている。ほぼ形成された粒子ビームは、遮蔽部３５の比較的大きな面に入射し
、その結果、ビームエネルギは比較的大きな面積に分布され、その結果、局所的に加熱さ
れるのが阻止される。図１０，１１の両方の場合に、凹部は、粒子ビームの結果生じる霧
状飛散生成物を受け取り、この霧状飛散生成物は、凹部３６の内壁に体積され、従って、
装置の残りの面を妨害することは殆どない。
【００９５】
　図１２，１３のトリガ電極は、その遮蔽部が少なくとも第１の電極１１に隣接した空間
２３に対して完全に絶縁されている。遮蔽部３５は、被覆部であり、トリガ電極１９の表
面の所定個所で開けられていない。その結果、そのように開けられていることによって生
じる、電界が何らかの種類の不均一性を生じることはなくなる。しかし、所定の放電条件
では、この遮蔽部３５の表面上に電荷が集まって、トリガ電極の遮蔽部を制御することが
ある。トリガ電圧の遮蔽により、装置が誤作動することがある。遮蔽部３５に、形成され
た表面放電を中性化乃至なくすのに充分な大きさの残留コンダクタンスにすると、その種
の遮蔽をなくすことができる。しかし、この残留コンダクタンスは、電極１２と、コンデ
ンサバンク２１を著しく放電するトリガ電極１９との間で通電するのには不十分な大きさ
ではない。図１３には、そのような、適切な残留コンダクタンスのある遮蔽部３５が示さ
れている。
【００９６】
　前述の実施例は全て、各寸法をかなりの程度変えることができる。つまり、トリガ電極
１９は、例えば、細線として構成してもよく、図１２，１３のように被覆すると目的に適
っている。
【００９７】
　図１４～１６のトリガ電極１９は、中空円筒状である。このトリガ電極も、対称軸１３
と同軸に設けられている。その中空円筒状の構成及び磁場の形成の結果、対称軸１３の領
域内に形成された粒子ビームが、トリガ電極１９に達せず、トリガ電極で妨害乃至破壊す
るように作用しない。図１４には、トリガ電極１９が金属製底部３７によって閉じられて
おり、この底部は、接地電位であり、中空円筒状トリガ電極１９に対して絶縁されている
。この電極１２は陽極として同様に接地電位にあるので、底部３７と電極１２との間に、
粒子ビームは形成されない。
【００９８】
　図１６では、底部３８がアイソレータとして構成されており、従って、粒子ビームに関
して、図８～１１に記載された遮蔽部と同様の作用を有している。図１６では、中空円筒
状のトリガ電極１９の底部３９は、金属製電極として構成されており、この金属製電極は
、電極１１、陰極と導電接続されている。対称軸にある粒子ビームの荷電坦体は、金属製
底部３９を用いて電極１２の接続線路４０を介して案内される。
【００９９】
　図１７及び１８の構成は、図１６の構成に対して択一的な構成である。どの場合でも、
対称軸１３乃至空間２３内の荷電粒子は電極１１に案内される。図１７では、トリガ電極
１９は環状ディスクとして構成されている。この環状ディスクは、各電極１１，１２の対
称軸１３に対して横方向に第１の電極１１内に組み込まれている。図１７の第１の電極１
１の上側及び下側半部は、破線で示された線路４１によって導電接続されており、つまり
、同じ電位を有している。トリガ電極１９の装置構成は、対称軸１３に関して円筒対称で
ある。図１８の場合は異なっている。この実施例では、線路４１以外、図１７に示されて
いるように、横方向から見た構成にしてもよい。しかし、対称軸１３は、図１８では、図
平面に対して垂直方向ではなく、図１８には、２つの同じように構成された、同軸及び対
称軸１３に対して横方向に設けられた、トリガ電極の部品１９′及び１９″が示されてい
る。部品１９′及び１９″は、電極ピンを構成している。２つの部品１９′及び１９″の
代わりに、トリガ電極を複数部分にしてもよい。
【０１００】
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　トリガ電極１９に装着された遮蔽部３５は、温度安定性絶縁材料、例えば、Ａｌ２Ｏ３

又は、水晶又はシリコンカーバイトからなる。遮蔽部３５に使われる材料は全て、熱的に
良好な伝導性でトリガ電極１９に結合されている。
【０１０１】
　更に、トリガ電極１９乃至その部品１９′及び１９″は、絶縁されて第１の電極１１内
に埋め込まれている。図８～１８に示された絶縁部４２は、図６のアイソレータ２６と同
じ機能を果たす。当該絶縁部４２は、各々温度安定性がある。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】電極系の略図
【図２】パルス駆動時のプラズマの点火過程用の電極系の各電極の電圧経過特性のダイア
グラム
【図３】パルス駆動時のプラズマの点火過程用の電極系の各電極の電圧経過特性のダイア
グラム
【図４】電極構成を示す図
【図５】電極構成を示す図
【図６】図１のような電極系の略図
【図７】放電空間内の圧力に依存する電極系の点火電圧を示す図
【図８】電極系をトリガ装置と共に示した略図
【図９】電極系をトリガ装置と共に示した略図
【図１０】電極系をトリガ装置と共に示した略図
【図１１】電極系をトリガ装置と共に示した略図
【図１２】電極系をトリガ装置と共に示した略図
【図１３】電極系をトリガ装置と共に示した略図
【図１４】電極系をトリガ装置と共に示した略図
【図１５】電極系をトリガ装置と共に示した略図
【図１６】電極系をトリガ装置と共に示した略図
【図１７】電極系をトリガ装置と共に示した略図
【図１８】電極系をトリガ装置と共に示した略図
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】
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